
１　総括

 (1) 人件費の状況（普通会計決算）

 (2) 職員給与費の状況（普通会計予算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　給与費は当初予算に計上された額である。

(3) 特記事項
平成１７年３月１日、１市５町（諫早市、多良見町、森山町、飯盛町、高来町、小長井町）による新設合併のため、
前年度決算の記載は省略するもの

(4) ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在）

    （注）１  ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の
　　　　　　給与水準を示す指数である。
　　　　　２　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を
　　　　　　単純平均したものである。

144,414 －

　　　　　　　千円

6,840

千円

職員数

1,640,525

千円

6,628,854

人件費

　　　　　　Ｂ

人　

　　　　Ｂ／Ａ　　

人件費率実質収支

17年度

給　 料 職員手当Ａ

人 千円 千円

969 4,108,892

区 分

－ －

　　　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　千円 　　　　　　％

－

給与費

区　　分 歳出額　

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（16年度末）

諫早市の給与・定員管理等について

前年度の人件費率

（参考）

　　　　　　　　　　　％

－

一人当たり給与費

　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　　Ｂ

－
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況
 (1) 職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（平成１７年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円

円

歳 円 円

歳 円 円

円

　　　　②技能労務職

歳 円 円

円

歳 円 円

円

歳 円 円

円

歳 円 円

円

歳 円 円

歳 円 円

円

歳 円

　　　　③教育職

歳 円 円

歳 円 円

（注）１　「平均給料月額」とは、１７年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均で
 　　　　 ある。                                                                          
      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、調整手当、住居手当、時 　　

322,521

諫早市

平均給料月額

－

間外勤務手当などの諸手当の額を合計したものである。このうち、上段はこれら全ての諸

まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

手当込みのものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。
また、下段は国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等の手当が含

民間事業者平均

平 均 年 齢区 分

285,00848.1

304,035

類似団体

44.1

388,485

404,633

404,633

282,065

平　均　年　齢

47.1

45.5 365,597

388,485

348,022

うち学校給食員

369,277

国

49.6

うち教育環境整備員

49.3

うち用務員

345,682357,334

類似

団体 41.6

団体

　　　　　　区　　分

43.9

諫早市

345,539

383,592

329,72840.3 382,092

436,374

342,463

平均給与月額平均給料月額区 分

諫早市

42.5

平 均 年 齢

国

41.10

類似 422,136

385,652

373,716

平均給料月額

379,834

336,958

282,065

316,350

271,500

平均給与月額

平均給与月額

395,930 437,311

－－
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(2) 職員の初任給の状況（１７年４月１日現在）

円 円
円
円

円
円

円 円 円 円

円 円 － －

円 円 － －

円 円 － －

円 円 － －

(3) 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（１７年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

.

265,300

180,200

359,500

200,100

237,600

148,500

240,900

経験年数１５年以上２０年未満　　　経験年数１０年以上１５年未満

301,700

短　大　卒

148,500

140,700

162,900

大　学　卒

区 分

138,800

国

初任給 ２年後の給料

高　校　卒

一般行政職

138,800

技能労務職

教　育　職 大　学　卒

高　校　卒

中　学　卒

高　校　卒

Ⅰ種　179,800
Ⅱ種　170,700

201,100

128,100

151,500

136,000

191,100 205,000

技能労務職

274,200242,500

区　　　         分

大　学　卒

高　校　卒

296,300

経験年数７年以上１０年未満

250,500

Ⅰ種　198,600
Ⅱ種　184,400

初任給

諫早市

184,400170,700

２年後の給料

一般行政職

－中　学　卒
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３　一般行政職の級別職員数等の状況
　 (1) 一般行政職の級別職員数の状況（１７年４月１日現在）

（注）１　諫早市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

12.1

課長補佐、主任、一般職員

主任、一般職員

６　　級

一般職員

107

96
３　　級

一般職員
　　　　　　　　人

２　　級

15

225

一般職員

一般職員

１　　級

構成比

88

　　　　　　　　人

　　　　　　　　％

８　　級

　　　　　　　　人

19

　　　　　　　　人

13.4
課長、課長補佐

計

職員数

13.4

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

　　　　　　　　％

14.2

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

　　　　　　　　人

113

28.2

部長、部次長

11.0

　　　　　　　　％

2.4

　　　　　　　　％

　　　　　　　　人 　　　　　　　　％

部次長、課長

107

　　　　　　　　％

3.4

　　　　　　　　％

27

1.9

　　　　　　　　人

797

区　　分

５　　級

４　　級

９　　級

７　　級

標準的な職務内容

８級
11.0%

８級 ８級

９級
2.4%

９級 ９級
１級１級１級

1.9%
２級２級

２級
3.4% ３級３級

３級
12.1%

４級４級

４級
13.4%

５級５級

５級
14.2%

６級６級

６級
28.2%

７級７級

７級
13.4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

平成17年の構成比
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(2) 昇給期間短縮の状況
　

４　職員の手当の状況

 (1) 期末手当・勤勉手当

千円　

（17年度支給割合） ※　12/1現在 （16年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 3.0 月分 1.4 月分

（1.6） 月分 （0.75） 月分 （1.6） 月分 （0.7） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　５～１５％ ・役職加算　　５～２０％

・管理職加算　１０～２５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

(2) 退職手当（１７年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （2％～20％加算）

１人当たり平均支給額　　 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。

47.50

59.28 59.28

59.28

59.28

33.75

59.28

47.50

１人当たり平均支給額（１６年度）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

－

－

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

－

21.00 27.30

諫早市 国

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ

　　　　　　　　　人

普通昇給期間（１２～２４月）を

短縮して昇給した職員数

　　　　　比　　　　　　　　　　　率

　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ／Ａ －

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ

　　　　　　　　　人

1.45

諫早市

3.0

　　　　　　　　　％

－

42.1233.7541.12

国

27.30

16年度

全　職　種

15年度

　　　　　比　　　　　　　　　　　率

－

　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

職員数

区　　　　　　　　　　　　分

59.28

職員数

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ａ

－

短縮して昇給した職員数

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

21.00

－

－

－

　　　　　　　　　人

　　　　　　　　　％

普通昇給期間（１２～２４月）を
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 (3) 調整手当（１７年４月１日現在）

千円

千円

％ 人 ％

％ 人 ％

％ 人 ％

 (4) 特殊勤務手当（１７年４月１日現在）

千円

　円

　％

支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算）

支給実績（１６年度決算） －

－

国の制度（支給率）

3

支給対象職員数支給率

34

124

1日につき1,000円

１日につき330円出張し５時間以上の徴収業務に従事

１日につき260円出張し査察指導、現業・医療事務等に従事

行旅死亡人の収容作業従事

１日につき260円出張し５時間以上の調査業務に従事

１日につき5,000円

１日につき4,000円

1日につき1,000円

１件につき330円

１日につき330円

1日につき130円

1日につき130円

１回につき650円

15

伝染病の防疫作業に従事

し尿処理に直接従事

火葬業務に直接従事

主な支給対象職員

火葬業務手当

納税課

納税課

納税課

市税等賦課調査手当

病害虫等駆除手当

野犬捕獲手当

生活保護業務手当

市税等物件引揚手当

行旅病人救護手当

支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算）

12

－

－

－

主な支給対象業務

支給実績（１６年度決算）

左記職員に対する支給単価

手当の種類（手当数）

出張し滞納者の物件の引揚に従事

保護課

出張し滞納者の物件の差押に従事

野犬の薬殺作業従事

保護課

市民税課、資産税課

環境保全課

保護課

行旅病人の救護作業従事

野犬の捕獲作業従事

職員全体に占める手当支給職員の割合（１６年度）

長崎市

東京都特別区

支給対象地域

環境保全課

手当の名称

し尿処理業務手当

市税等徴収手当

野犬薬殺手当

犬猫等死体処理手当

行旅死亡人収容手当

市税等物件差押手当

伝染病防疫作業手当

出張して5時間以上の測量業務に従事 1日につき150円測量業務手当

環境保全課

小ヶ倉斎苑、鹿ノ塔斎場

健康福祉センター

測量業務に従事する職員

１日につき780円5時間以上の薬剤散布作業に従事

環境保全課

衛生センター、新倉屋敷クリーンセンター

１回につき1,500円犬猫その他の死体の処理

上記地域の異動保障分 － 8 －
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 (5) 時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

(6) その他の手当（１７年４月１日現在）

円

円

円

千円－

2人まで（配偶者扶養）　月額6,000円

1人(配偶者非扶養)　月額6,500円

－

－

1人(配偶者なし）　月額11,000円

管理職手当

宿日直手当
宿日直勤務を命ぜられた職員に
支給　１回につき4,200円

同じ

通勤手当

部長相当職　20％、部次長相当
職17％、課長相当職14～16％、
課長補佐相当職12％

内容及び支給単価手　当　名

扶養手当

【借家等】月額12,000円を超える
家賃を支払っている職員に対し、
負担している家賃の額に応じて最
高27,000円まで支給
【持家】住宅を新築・購入後、5年
間3,000円

配偶者　月額13,500円

特定期間の加算　月額5,000円

その他　月額5,000円

住居手当
一　部
異なる

【交通機関等利用者】最も経済的
かつ合理的であると認められる運
賃に応じて全額支給（限度額
45,000円）
【交通用具使用者】距離段階区分
に応じて3,300円～22,200円

との異同

千円

－

－

同じ

【持家】
国は2,500円

【交通機関等利
用者】国の限度
額55,000円
【交通用具使用
者】国の区分に
1,300円加算

平均支給年額
（16年度決算）

円－ 千円 －

（16年度決算）

異なる

支給職員１人当たり平均支給年額（16年度決算）

－

国の制度と
異なる内容

－

支給職員１人当たり支給実績

支給実績（16年度決算）

支給実績（15年度決算）

－

国の制度

支給職員１人当たり平均支給年額（15年度決算）

支給割合が一
部異なる

－

－ 千円－

千円異なる

円－

－

－
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５　特別職の報酬等の状況（１７年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

６　職員数の状況

　(1) 部門別職員数の状況と主な増減理由

（各年４月１日現在）

合併による統合

合併による業務増

4

6

-1

-5 合併による統合

合併による統合

16

-1

合併による業務増

副 議 長

92 88

66 72

1 0

総務 263 合併による業務増

合併による業務増

-4

合併による統合

合併による統合

税務

267

市 長

　　（算定方式）

助 役 78万円×35/100×在職月数

職員数

1,015,000

735,000

公
営
企
業
等

水道

その他

小　計

下水道

小　計

180特
別
行
政 消防

警察

教育

土木

21 16

180

778

114 113

124 140

174

民生

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

9

一
般
行
政

労働

農林水産

商工

議会

90

小　計

621,000収 入 役

退
職
手
当

議 長

議 員

収 入 役

議 長

報
酬

副 議 長

収 入 役

386,500

540,000

500,000

給
料

960,000

860,000

市 長

助 役 780,000

[  1,181 ］

66

166

[  1,181 ］

61

1,135

57

69

39

期
末
手
当

3.35

議 員

3.35

　　（１７年度支給割合）12/1現在市 長

平成16年

600,000

173

47

174

衛生 78

-6

12

17795

-18

対前年
増減数

主な増減理由
平成17年

　（支給時期）

助 役

区 分

679,000

（参考）類似団体における最高／最低額

給 料 月 額 等

[        0 ］
合　　計

1,131 4

合併による統合

14

-7

任期毎

711,000

481,000

19 -10

-3

-6

※　１６年度定数は新市の平成１７年３月１日現在

69万5千円×20/100×在職月数

405,000

任期毎

695,000

402,000420,000

任期毎

510,000

　　（１７年度支給割合）12/1現在

96万円×55/100×在職月数

合併による統合

合併による統合

合併による業務増
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（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

(2) 年齢別職員構成の状況（１７年４月１日現在）

　

(3) 定員適正化計画の数値目標及び進捗状況

　①　定員適正化目標（数・率）

 ②　平成２２年４月１日現在における定員の数値目標

※　現在、諫早市定員適正化計画を策定中のため若干の数値の変更もありえます。

人 人

123 99 015975 141

(１７年度策定予定）

59歳55歳43歳 47歳 51歳 以上

人 人 人 人 人 人 人

39歳23歳

56歳 60歳44歳 48歳

～ ～ ～ ～

52歳20歳 20歳 24歳 28歳

～

未満

～ ～

27歳

～

31歳

36歳

35歳

～ ～

数値目標

数値目標(予定）　１，０６９人

　平成１７年４月１日現在職員数１，１３４人→１，０６９人　６５人（5.7％）削減

職員数

始　期 終　期

1335

人 人

計画期間

人

20 140

人

1,134

40歳

区　分

32歳

113 126

計

構成比

0

2

4

6

8

10

12

14

16

構成比

%
（例）
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③　定員適正化計画の年次別進捗状況（実績）の概要

※　定員適正化計画は平成１８年○月に策定するため、実績については次年度からの記載となる。

（参考）次年度からの進捗状況様式

（各年４月１日現在）

（注）１　計画期間は、○年～○年の○年間である。

      ２　（　％）内の数値は、数値目標に対する進捗率を示す。

（参考） （各年４月１日現在）

　　　　（　　％）

職員数

差引

差引

増員
計

公営企業
等  会  計

職員数

減員

　　　　（　　％）

　　　　（　　％）

減員

増員

増員

（参考）

　　　　（　　％）

○　　　年 ○年～○年

（参考）

数値目標

計画前年 １　年　目 ○　年　目 ○　年　目 　　計

１　年　目 ○　年　目

数値目標

○年～○年

　　計

差引

○　　　年 ○　　　年

計画前年

減員

職員数

一般行政

減員

増員

特別行政

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

○　　　年 ○　　　年

差引

職員数

○　年　目

○　　　年

　　　　　　　　　区　　分

部　　門

○　　　年 ○　　　年
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７　公営企業職員の状況

　(1)　水道事業

  　① 職員給与費の状況

     ア　決算

イ　予算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　給与費は当初予算に計上された額である。

ウ　 特記事項

平成１７年３月１日、１市５町（諫早市、多良見町、森山町、飯盛町、高来町、小長井町）による新設合併のため、

前年度決算の記載は省略するもの

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（１７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

 ③ 職員の手当の状況

 ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（17年度支給割合） ※　12/1現在 （17年度支給割合） ※　12/1現在

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（1.6） 月分 （0.75） 月分 （1.6） 月分 （0.75） 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

職制上の段階、職務の級等による加算措置 職制上の段階、職務の級等による加算措置

・役職加算　５～１５％ ・役職加算　５～１５％

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

508,038

平均月収額

6,706

職員手当 期末・勤勉手当

給 与 費

　　　　　計　　　　　Ｂ

442,619

一人当たり給与費

－－

　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

66,818

１人当たり平均支給額（１６年度）

3.0

－

324,80938.8

－

Ａ  

質収支

　　　　千円 千円　 千円　

Ｂ　

－

給　 料

－
１６年度

区分 職員数

66

　　　　　　Ａ

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢

269,614

－

諫早市水道事業

１人当たり平均支給額（１６年度）

一般行政職

106,187

諫 早 市 水 道
事 業
団 体 平 均 44.1 375,763 577,861

基本給

１７年度

職員給与費

　　　　　　Ｂ／Ａ

％　

める職員給与費比率

職員給与費比率

％　　　　

（参考）

16年度の総費用に占

総費用に占める区分 純損益又は実総費用

1.453.0 1.45
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イ　退職手当（１７年４月１日現在）

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度額 月分 月分 最高限度額 月分 月分

その他の加算措置 その他の加算措置

（退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　） （退職時特別昇給　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

１人当たり平均支給額　　 千円 千円 １人当たり平均支給額 千円 千円

（注）　退職手当の１人当たり平均支給額は、前年度に退職した全職種に係る職員に支給

　　　された平均額である。

ウ　調整手当（１７年４月１日現在）

支給していない。

エ　特殊勤務手当（１７年４月１日現在）

千円

　円

　％

出張徴収手当 １件当たり１００円

給水停止業務手当 １件当たり３３０円

量水器調査手当 １日につき２６０円

工事監督手当 １日につき１５０円

夜間監督等手当 １回につき５００円（８００円）

維持管理手当 １日につき１５０円

清掃等手当 １回につき５００円

緊急招集手当

59.28

一般行政職諫早市水道事業

水道料金その他現金の出張徴収の
業務

主な支給対象業務

－－

支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算） －

－

手当の種類（手当数）

左記職員に対する支給単価

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　　　勧奨・定年

33.75 41.12

（支給率）　　　　　　　　　　　自己都合　      勧奨・定年

33.75

21.00 27.30 27.30

41.12

21.00

47.50

59.2859.28 59.28

職員全体に占める手当支給職員の割合（１６年度）

59.28

－

47.50 59.28

支給実績（１６年度決算）

－

－

管理課

手当の名称

管理課

施設課

主な支給対象職員

管理課

施設課

浄水管理センター

浄水管理センター

施設課、浄水管理セ
ンター、分室

給水停止の業務に従事

量水器の点検及び調査の業務に１日
２時間以上従事

工事の検査、調査又は指導監督の業
務に１日２時間以上従事

日没時から日出時までの間におい
て、工事の監督業務又は断水作業に
従事（２２時から翌日の５時までの間
の一部又は全部を含む業務等）

浄水場（平山浄水場を除く。）等施設
の維持管理の業務に１日２時間以上
従事

浄水場の汚砂処理若しくは配水池若
しくは着水井の清掃又はダム水の採
水の作業に従事

勤務時間外において緊急に招集を受
け、勤務に従事（その勤務が１２月２９
日から翌年１月３日までの期間に係る
勤務である場合）

１回につき３，０００円（５，０００円）
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オ　時間外勤務手当

千円

千円

（注） 時間外勤務手当には、休日勤務手当を含む。

カ　その他の手当（１７年４月１日現在）

円

円

円

　(２)　工業用水道事業

  　① 職員給与費の状況

イ　予算

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。
      ２　給与費は当初予算に計上された額である。

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（１７年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等を含む。  

支給職員１人当たり平均支給年額（１６年度決算） －

－支給実績（１６年度決算）

千円 － 円

扶養手当

一般行政職 一般行政職 支給実績 支給職員１人当たり

の制度との の制度との

－ 円

（16年度決算）

手　当　名 内容及び支給単価 （16年度決算） 平均支給年額

異同

配偶者　月額13,500円

同じ

2人まで（配偶者扶養）　月額6,000円

1人(配偶者非扶養)　月額6､500円

1人(配偶者なし）　月額11,000円

その他　月額5,000円

特定期間の加算　月額5,000円

住居手当

【借家等】月額12,000円を超える
家賃を支払っている職員に対し、
負担している家賃の額に応じて最
高27,000円まで支給
【持家】住宅を新築・購入後、5年
間3,000円

同じ

管理職手当
部長相当職　20％、部次長相当
職17％、課長相当職14～16％、
課長補佐相当職12％

同じ

宿日直手当
宿日直勤務を命ぜられた職員に
支給　１回につき4,200円

同じ

通勤手当

【交通機関等利用者】最も経済的
かつ合理的であると認められる運
賃に応じて全額支給（限度額
45,000円）
【交通用具使用者】距離段階区分
に応じて3,300円～22,200円

－

－

同じ －

－

－－

－ 千円

－

異なる内容

千円

千円

－ 千円

－

－ －

－

区分 職員数 給 与 費 一人当たり給与費

　　　　　　Ａ 給　 料 職員手当 期末・勤勉手当 　　　　　計　　　　　Ｂ 　　　　　　　　Ｂ／Ａ　　

１７年度
2 6,891 1,339 2,725 10,955 5,477

431,250

　　　　　　区　　分 平　均　年　齢 基本給 平均月収額

諫早市工業用水道事業 33.5 282,850

団体平均 44.3 380,722 591,719
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